
台風による暴風・大雨（洪水）警報への対応 

 

＊ 暴風・大雨（洪水）警報が両方発令された場合 

時 状 況       家 庭        学 校    給食の実施 

 

 

 

 登 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 校 

 

 

 

 

（１）２警報が発令 

      された場合 

 

 

 

 

 

 

 

  自宅待機 

    

 判断基準となる時刻

は、各学校にて設定す

る。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小・中学校におけ

る給食実施の判断は

、教育委員会が給食

センター、市校長会

長などとの協議によ

り、原則として前日

に行います。 

 

 決定内容について

は、学校に連絡が来

ますので、事前に生

徒に伝えます。 

 

  自宅待機の場合は

、弁当持参が原則と

なります。 

 

 

 登校途中に２警報が

発令された場合は、 

登校。 

 

 

（２）午前１１時までに 

  警報が解除された 

  場合 

 

  

 解除された時点で 

登校。 

 

    

（３）午前１１時の時点 

  で警報が発令され 

  ている場合 

 

  休校 

 

 授 

 

 業 

   登校後、２警報が 

  発令された場合 

 

 

 

 

 原則的に平常どお

りの活動を行います。 

 

 あります。 

 

 

 

 

 

 下 

 

 

 

 

 

 校 

 

 

 

 

（１）終業時刻以前に解 

  除された場合 

 

 

 

 

 

 

 平常どおりの活動

を行います。 

（安全確認後下校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）終業時刻以降も２ 

  警報が解除されな 

  い場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保護者と連絡をと

りながら次のような

対応をとります。 

・学校待機 

・保護者へ引き渡す 

・職員の引率  

・地区責任者引取等 

（３）台風の進路により、

  ２警報が出されると

  予想される場合 

 

 

 

 早めに下校させま

す。 

 

  

 ２警報が出される可能性が強い場合には、教育委員会の判断により、事前に自宅待機

（早めに下校）となる場合もあります。また、非常時の場合には、校長判断で臨時休業

の措置をとることもあります。（学級連絡網で電話連絡します。） 

 また、台風以外の非常災害の対応については、学校と教育委員会との協議・判断によ

り適切な措置をとっていきます。 

 


